
新 島 村 、神 津 島 村 、三 宅 村 の 地 震 、噴 火 災 害 に 対 す る 緊 急 要 望

伊豆諸島の新島村、神津島村、三宅村において頻発している地震及び

噴火による被害は、すでに長期化の様相を呈し、住民たちは、不安と焦

燥の日々が続いている。

特に、三宅村においては大規模噴火やそれに伴う有毒ガスの発生によ

り全住民が島外に避難をせざるを得ないという非常事態となっておりま

す。

地元自治体は、一日も早い災害復旧と住民生活の安全確保のため東京

都や国と協力しつつ復旧作業に努めているところであります。

ついては、下記事項の災害対策について特段の措置を講じられたい。

記

１．伊豆諸島共通項目

（１）地震活動については、今後も厳重な監視体制を強化するとともに

関係省庁、東京都及び地元自治体との緊密な連絡、連携体制を維持

し、今後の災害対策を適切かつ迅速に行うこと。

（２）避難住民に対する避難生活支援及び交通、水道、電気、電話

等のライフラインの復旧措置を講ずること。

特に、他島にも影響を及ぼす三宅島の中継回線の維持をはじめ電

話回線の安定確保を行うこと。

（３）漁業、農業、観光業等主要産業の復興支援対策を講じること。

（４）３島を含めた島嶼地域における災害用臨時ヘリポートの設置、

飲料水兼用型耐震性貯水槽及び防災備蓄倉庫を設置すること。

２．各島個別項目

（１）三宅村

○長期化する住民の島外避難生活に対し生活環境の改善（精神的ケ

、 ） 、アや就労機会 居住の確保など を図るための支援を行うとともに



避難解除後ただちに住民が平常生活に戻れるための方策を講ずるこ

と。

○豪雨、台風による泥流災害などに対する被害を最小に止めるため

の措置を講ずること。

○漁業、農業、林業及び観光業など主要産業への噴火による降灰被

害に対する降灰除去対策を推進すること。

（２）神津島村

土砂崩壊による道路不通箇所及び土砂崩壊箇所の早期復旧を図ると

ともに土砂処理場の確保及び後背傾斜地の安全確保対策を早急に講ず

ること。

（３）新島村

孤立地区への道路の復旧、上水道の復旧及び崖地崩落箇所の復旧防

護措置を早急に講ずること。
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